≪就学援助事業のお知らせ≫

新入学児童生徒学用品費の入学前支給に関わる申請について
就学援助とは？
経済的にお困りの方を対象に、小・中学生の新入学児童生徒学用品費、学用品費、
給食費などを援助する制度です。
新入学児童生徒学用品費とは？

小学校又は中学校に入学する児童生徒が、通常必要な学用品及び通学用品の購入に使用できるお金で、新小学1年生の金額は57,060円です。

今回のお知らせは、希望する方が提出期限までに申請し、認定された場合は、この費用が入学前に支給されるという制度のお知らせです。
なお、支給予定日は令和７年３月中旬です。

★重要★　手続き方法は？

就学援助の認定を受けるためには、別紙「就学援助申請書」により申し込みが必要です。就学援助申請書の記入については、裏面をご確認ください。
※きょうだいが小中学校に就学中で、令和７年度の就学援助の認定を受けている場合は、「就学援助申請書」と「就学援助費入学前支給申請書」の提出が必要です。２枚に記入の上、入学予定の小学校へ提出してください。
今回の申請の対象者は、久慈市に住所があり、令和８年度に久慈市内の小学校に入学予定の幼児の保護者です。
⇒今回の申請で認定となった方は、別途申請しなくても令和８年度の就学援助費が支給されます。（注：年度途中に再審査有り）
認定となる要件は？
　・同居している方の収入が生活保護基準の1.3倍未満の方
　・児童扶養手当の全部支給を受けている方

※審査に使用する収入は令和６年の収入です（ただし、失業や転職の理由により、令和６年と比べ、令和７年の収入が著しく少ない場合、令和７年の収入で審査することができます。その場合、収入の確認できる書類を必ず添付してください。）
	就学援助を受けられる目安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※持家の例

	家　族　構　成
	総収入額　(所得額ではなく収入額)

	2人世帯
	母（29歳）・子（6歳）
	約265万円

	3人世帯
	父（36歳）・母（34歳）・子（6歳）
	約300万円

	※　上記の総収入額は、あくまで目安であり、家族の年齢･家族構成･社会保険料･家賃等により異なります。
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申請書の提出場所　　入学予定の小学校または教育委員会
提出期間
　令和８年１月19日（月）～２月13日（金）
※入学前支給を希望する方の期限です。
※２月13日以降に申請があり、年度当初の認定となった場合は
入学後の支給となります。

　担当：久慈市教育委員会教育総務課学校事務係（℡0194-52-2154）
